
 

寄附金控除についてのご案内 
 

 

 社会福祉法人への寄附は、個人は所得税法の寄附金控除、法人は法人税法上の損金算入が出来

ます。（措置を受けるためには、確定申告に際し、当会発行の領収書が必要となります！） 

 

 

１ 個人の場合（所得税法 第７８条第２項該当） 

   ☆ 社会福祉法人に対する寄附金は、所得税法上、寄附金控除の対象となる指定寄附金に

該当します。下記の金額を限度に、確定申告によって、寄附金控除が受けられます。 

 

  （控除額の計算方法） 

 

    その年中に支出した特定寄附金の合計額 

    と、年間所得の４０％相当額のうち、い   －   ２千円   ＝   寄附金控除の額 

    ずれか少ない方の金額 

                              ↑ 

             平成２２年４月１日より、従来の５千円から２千円に引き下げられました。 

 

※ 例えば、年間所得が５００万円の方が、５０万円を社会福祉法人に寄附した場合、４９万８

千円の寄附金控除が受けられます。 

 

 

     ５００万円 × ４０％ ＞ ５０万円 → いずれか少ない方 ５０万円 

     ５０万円 － ２千円 ＝ ４９万８千円 が寄附金控除額です。 

 

 

 

 

 地域の福祉向上のための取り組みや、広報活動、福祉団体等への支援等に使われています。 

みなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします！ 
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２ 法人の場合（法人税法 第３７条第２項該当） 

   ☆ 社会福祉法人に対する寄附金は、法人税法上、下記の限度内において、損金算入が出

来ます（平成２０年４月３０日法人税法改正） 

① 一般損金算入限度額（法人税法第３７条第１項該当） 

   （控除額の計算方法） 

     { 資本金等の金額 × 2.5／1,000 × 事業年度の月数／12 ＋ 

                  当該事業年度の所得金額 × 2.5／100 ｝ × 1／2 

    ※ 上記の一般損金算入限度額は、社会福祉事業を含めあらゆる寄附について損金算入が認め

られている限度額です。 

② 社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額 

（法人税法第３７条第４項該当） 

   （控除額の計算方法） 

     { 資本金等の金額 × 2.5／1,000 × 事業年度の月数／12 ＋ 

                  当該事業年度の所得金額 × 5.5／100 ｝ × 1／2 

  

     社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄附金は、その合計額について、上記   

    ①の一般損金算入限度額のほかに、別枠で損金算入することが出来ます。この場合には、確定

申告書に法人税第３７条第４項による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表１

４の「寄附金の損金算入、試験研究法人等に対する寄附金に関する明細書」（用紙は税務署にあ

ります。）を添付してください。（平成２０年４月１日適用） 

③ 限度額の併用 

     上記①と②の限度額は併用することが出来ます。したがって、仮に資本金１０億円、当該事

業年度の所得３億円の１年決算の会社が、社会福祉法人にのみ寄附した場合は、①の限度額は

５００万円、②の限度額は８７５万円ですから、合計１，３７５万円までの寄附について損金

算入することが出来ます。 

なお、法人は会計処理において必ず損金算入してください。 

 

※ 寄附金控除は、法人税法上の損金算入を受けるため、確定申告に際して領収書が必要になり

ますので、相当期間大切にご保存ください。 

 

※ 詳細は最寄りの税務署にご照会ください。 

 

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会 法人管理課 総務係 

〒２０６－００３２ 東京都多摩市南野３－１５－１ 

                      電 話  ０４２－３７３－５６１１ 

                      ＦＡＸ  ０４２－３７３－５６１２ 


